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自治会が実施している竹林整備 市町村が実施している困難地整備支援

区　分 経費の内訳 補助率等

整備

苗木購入

管理

困難地整備支援

刈払機、粉砕機の購入
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～ぐんま緑の県民基金事業での竹林整備の取組～

　ぐんま緑の県民基金事業では、奥山などの立地条件が不利であることにより、林業経営が成り

立たず放置された森林の整備などを行う水源地域等の森林整備事業の他、市町村提案型事業と

して、人家周辺の荒廃した里山・平地林の整備にも取り組んでいます。

　かつて、里山は、薪や肥料にする落ち葉など様々なものを供給してきました。しかし、生活様式

が変わり、人の手が入らなくなった里山は、竹やシノが繁茂し、イノシシなど野生鳥獣のすみか

となるほか、治安面、景観面でも大きな問題となっています。

　ぐんま緑の県民基金の市町村提案型事業では、こうした里山で、地域の自治会やNPO・ボラン

ティア団体が実施する伐倒(伐竹)、刈払いなどに対して支援を行っています。繁茂が激しい場所

では、次年度以降、地域が管理することを前提として、初年度のみ市町村が支援を行うこともで

きます。平成26(2014)年度は28件、約40haの整備を支援しました。

１　２Ｒの促進による資源ロスの削減
２　地域の循環資源を活かすリサイクルの推進
３　廃棄物等の適正処理の推進
４　災害廃棄物処理体制の構築
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地域の自治会等が実施する会議開催、
刈払い、伐倒（伐竹）、玉切り、集積、積込
み、運搬等に対する経費

地域の自治会等が実施する苗木等の
購入に対する経費

地域の自治会等が実施する会議開催、
刈払い、集積、積込み、運搬等に対する
経費

地域の自治会等では整備が困難である
箇所を市町村が実施する、刈払い、伐倒
（伐竹）、玉切り、集積、積込み、運搬等に
要する経費

市町村が本事業に取り組む地域の自
治会等に貸与する刈払機、粉砕機の購
入に要する経費

森林：ha当たり上限280千円
竹林：ha当たり上限700千円

ha当たり上限300千円

ha当たり上限80千円

森林：ha当たり上限500千円
（ただし、全伐する場合、ha当たり
上限1,500千円とする）
竹林：ha当たり上限2,700千円
（ただし、全伐する場合、ha当たり
上限5,900千円とする）

補助率3／4以内
（ただし、刈払い機は１台当たり
上限50千円、粉砕機は１台当たり
上限2,800千円とする）

コラム

○ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業（荒廃した里山・平地林の整備）
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第１節 ２Ｒの促進による資源ロスの削減

一般廃棄物の排出量の推移

一人一日当たり排出量の推移（一般廃棄物）
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◆環境にやさしい買い物スタイルの普及促進【環境政策課】

◆県民への啓発活動（ぐんま３Ｒ宣言等）の推進【廃棄物・リサイクル課】

◆住宅の長寿命化の促進【住宅政策課】

◆２Ｒに関する施策の導入に向けた支援【廃棄物・リサイクル課】

◆市町村で実施している２Ｒの実施状況の情報共有【廃棄物・リサイクル課】

◆２Ｒに関する事業の連携及び広域化【廃棄物・リサイクル課】

◆エコ・クッキング、台所の生ごみの水切り、堆肥化等、家庭でできる生ごみの減量対策の啓発及び普及

　【廃棄物・リサイクル課】

◆食品ロスの削減の促進【ぐんまブランド推進課】

1 ごみを発生させないライフスタイルの変革の推進

2 市町村等が実施する２Ｒ事業への支援・拡大

3 生ごみの減量、食品ロスの削減

現状と課題

方向性
○ごみが発生しない社会となるよう、製造業者、小売事業者、県民及び県・市町村等各主体相互が連携して

いく取組を推進します。

○イベント等でのリユース食器の利用、レジ袋の有料化を含む容器包装の簡素化など、ごみの発生を抑え

るための取組を支援します。

○適切な改善・維持修繕を図ることで、住宅を長期にわたり有効活用します。

○県民がリユースを日常的に行うことを通じて資源の地域循環に取り組めるよう、不要となった日用品

や古着等の交換など市町村等におけるリユース事業の実施を支援します。

○エコ・クッキングや生ごみの水切りなど、ごみの減量に効果がある実践方法を普及・啓発します。

○食品ロスを削減するため、県民、製造業者、処理事業者が連携しながら意識啓発を行います。

○資源のロスを最小限に抑制し、地球が有している限りある資源を次の世代に引き継ぐためには、３Ｒ

（リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用））のうち、特に２Ｒ（リデュース、リ

ユース）を一層進めることが求められています。

○本県における県民一人一日当たりのごみの排出量は前年度対比で減少傾向にありましたが、平成

26(2014)年度では1,051gで全国ワースト２位となっています。また、ごみステーションで回収され

る可燃ごみについては580gで全国ワースト１位であることから、ごみの減量に向け、積極的な取組が

必要です。

○生活系の可燃ごみの約32％は、台所から排出される生ごみであり、事業系の可燃ごみの約25％は、食

品小売事業者や飲食業から排出される生ごみです。生ごみのほとんどが焼却処分されていることから、

一層の排出の抑制が必要です。

○平成24(2012)年度の食品産業における食品ロスは、全国で3,305千トン発生しています。

○リサイクルショップ、フリーマーケット、市町村の事業等により、不要となった日用品や古着等のリユ

ースが実施されていますが、平成26（2014）年度に実施した「循環型社会づくりに関する県民等意識調

査」によると、リサイクルショップ等を利用しようという県民の意識は約29％と低く、ごみの減量化と

して充分な成果が出ていません。

○「循環型社会づくりに関する県民等意識調査」の結果では、ごみの減量のために重要だと思うこととし

て、「計画的に買い物をし、無駄買いをしない（58.6％）」、「ごみの分別、集団回収などに協力する（56.4

％）」など２Ｒにかかる関心が高いことから、この関心を日常生活におけるごみ減量化に向けた県民一

人一人の行動につなげていく取組が必要です。

施策展開
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